
編 集 発 行 人
税　理　士

高 井 直 樹
事務所　〒500-8335
岐阜市三歳町4−2−10
TEL  058(253)5411㈹
FAX  058(253)6957

プロジェクト2_0  12/07/19  19:54  ペー  

4 2014（平成26年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（1月〜3月分）� 4月30日

　この４月から、不動産譲渡契約書と建設工
事請負契約書の印紙税の軽減措置が拡充され、
平成30年３月末まで適用されます。また、受
取金額３万円未満は非課税とされていた領収
書や受取書等に係る印紙税の非課税範囲が、
４月から５万円未満に拡大されました。いず
れも消費税率の引上げを踏まえたものです。

ワンポイント 印紙税の軽減措置拡充と非課税範囲拡大

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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４月号─2

　
日
本
国
内
に
住
む
二
十
歳
以
上
六

十
歳
未
満
の
人
は
す
べ
て
国
民
年
金

の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
う
ち
学
生
や
若
年
者
等
で
あ
っ
て

本
人
等
の
前
年
所
得
が
一
定
以
下
の

場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
ま
た
は
免
除
に
な
り
ま

す
。

◆
　
学
生
納
付
特
例
制
度

　
日
本
国
内
に
住
む
学
生（
＊
）は
、

二
十
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら
国
民
年

金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
の

納
付
義
務
が
発
生
し
ま
す
が
、
本
人

（
家
族
の
所
得
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
）

の
一
年
間
の
所
得
が
「
一
一
八
万
円

＋
扶
養
親
族
等
の
数
×
三
八
万
円
＋

社
会
保
険
料
控
除
等
」
以
下
で
あ
れ

ば
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」と
い
い
ま
す
。

＊
　
学
生
と
は
、大
学
（
大
学
院
）、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
、
一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分

校
に
在
学
す
る
も
の
（
夜
間
・
定

時
制
課
程
や
通
信
課
程
を
含
む
）

を
い
い
ま
す
。

１　

申
請
方
法

　「
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付

特
例
申
請
書
」（
書
類
は
年
金
事

務
所
ま
た
は
市
区
町
村
の
担
当
窓

口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。
以

下
同
じ
）
に
国
民
年
金
手
帳
、
学

生
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
（
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

の
写
し
）
を
添
付
し
て
、
在
学
す

る
大
学
等
の
窓
口
や
郵
送
（
住
民

登
録
を
し
て
い
る
市
区
町
村
）
に

よ
り
申
請
手
続
き
を
行
い
、
承
認

し
て
も
ら
い
ま
す
。

２　

本
制
度
の
承
認
を
受
け
た
期
間

　
こ
の
期
間
は
、老
齢
基
礎
年
金
、

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
受
給
資

格
期
間
に
は
含
ま
れ
ま
す
が
、
老

齢
基
礎
年
金
の
額
の
計
算
の
対
象

と
な
る
期
間
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん

（
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
た
め
に
は
、
四
十
年
間
保
険

料
を
納
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

３　

保
険
料
の
追
納

　
学
生
納
付
特
例
期
間
が
あ
る
人

が
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
直

近
の
十
年
以
内
に
関
し
て
は
、
保

険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
一
括
ま
た

は
分
割
（
一
カ
月
分
か
ら
可
）
に

よ
り
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
追

納
」
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
老
齢
基
礎
年
金
額
を
増
額
し

た
い
人
も
含
め
て
利
用
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。
な
お
、
承
認
を
受

け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
三
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追

納
す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険

料
額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
（
追
納
額
は
、
毎
年
三

月
末
ま
で
に
告
示
さ
れ
ま
す
）。

４　

障
害
基
礎
年
金
等
と
の
関
係

　
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
事
故
に

関
し
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
次
の

い
ず
れ
か
の
保
険
料
納
付
要
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
　
事
故
発
生
月
の
前
々
月
ま
で

の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
保
険

料
納
付
済
期
間
（
保
険
料
免
除

期
間
を
含
む
）
が
三
分
の
二
以

上
あ
る
こ
と
。

②
　
事
故
発
生
月
の
前
々
月
ま
で

の
一
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が

な
い
こ
と
。

　
学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を

受
け
て
い
る
期
間
は
、
保
険
料
納

付
済
期
間
と
同
様
、
こ
の
要
件
の

対
象
期
間
に
な
り
ま
す
の
で
、
申

請
す
る
場
合
は
す
み
や
か
に
行
い

ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
申
請
が

遅
れ
る
と
、
申
請
日
前
に
発
生
し

た
事
故
や
病
気
に
よ
る
障
害
に
つ

い
て
は
給
付
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

◆
　
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
と
は
、
二

十
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
人
で
、
本

人
及
び
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
（
一

月
か
ら
六
月
ま
で
に
申
請
す
る
場
合

は
前
々
年
の
所
得
）
が
「（
扶
養
親

族
等
の
数
＋
一
）
×
三
五
万
円
＋

二
二
万
円
」
以
下
で
あ
っ
て
、
本
人

が
申
請
書
を
提
出
し
、
承
認
さ
れ
た

国
民
年
金
保
険
料

　
　
　
　
　
　
　の

　
　
　
　
　
　
　
　納
付
猶
予
・
免
除
制
度
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と
き
に
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す
。
具
体
的
に
は
フ
リ
ー

タ
ー
、
就
活
中
の
人
、
大
学
を
卒
業

後
就
職
で
き
な
い
人
、
予
備
校
に
通

っ
て
い
る
人
等
所
得
が
少
な
く
保
険

料
が
払
え
な
い
二
十
代
の
人
が
利
用

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
海
外
在
住
者

等
任
意
加
入
者
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

１　

納
付
猶
予
の
期
間

　
納
付
猶
予
の
期
間
は
、
学
生
納

付
特
例
制
度
と
同
様
に
老
齢
基
礎

年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要

な
受
給
資
格
期
間
に
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
年
金
額

が
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

２　

申
請
方
法

　
国
民
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
（
場
合
に
よ
っ
て

は
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
所
得
を

証
明
す
る
書
類
、
失
業
等
に
よ
る

申
請
の
場
合
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
の
写
し
、
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
等
の
写
し
）
を
添
付

し
て
、
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市

区
町
村
の
担
当
窓
口
に
、
原
則
と

し
て
毎
年
度
「
国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
書
」
を
提

出
し
ま
す（
郵
送
可
）。
た
だ
し
、

申
請
時
に
翌
年
度
以
降
も
申
請
を

行
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
希
望（
申

請
書
の
申
請
者
記
入
欄
の
「
は
い
」

に
○
を
付
け
ま
す
）す
る
場
合
は
、

翌
年
度
以
降
は
、
あ
ら
た
め
て
申

請
を
し
な
く
て
も
継
続
し
て
申
請

が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
審
査
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
申
請
は
で
き
る
だ
け
七
月

に
行
い
ま
す
。
保
険
料
納
付
猶
予

は
、
原
則
と
し
て
申
請
書
の
前
年

の
所
得
額
に
基
づ
い
て
審
査
し
ま

す
が
、
毎
年
の
所
得
額
が
決
定
さ

れ
る
の
は
七
月
で
あ
る
た
め
、
七

月
を
始
期
、
翌
年
の
六
月
を
終
期

と
し
て
い
ま
す
。

３　

障
害
・
死
亡
に
関
す
る
給
付

　
保
険
料
納
付
猶
予
期
間
中
に
、

ケ
ガ
や
病
気
で
障
害
に
な
っ
た
り

死
亡
し
た
場
合
は
、
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
申
請
手
続
き
を
せ
ず

未
納
の
状
態
で
あ
る
場
合
は
年
金

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
障
害
年
金
を
受
け
て
い

る
人
や
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る
人
は
「
法
定

免
除
」
と
な
り
、
申
請
せ
ず
に
保

険
料
の
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

４　

保
険
料
の
追
納

　
保
険
料
納
付
猶
予
の
承
認
を
受

け
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
保
険

料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
と
比
べ

て
年
金
額
が
低
く
な
り
ま
す
。

　
納
付
猶
予
期
間
に
つ
い
て
は
、

学
生
納
付
特
例
制
度
と
同
じ
よ
う

に
追
納
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
こ
れ
を
利
用
し
て
さ
か
の

ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
付
す
る
申
込

み
を
し
、
老
齢
基
礎
年
金
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
　
保
険
料
免
除
制
度

　
失
業
し
た
場
合
や
所
得
が
少
な
く

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
の

所
得
（
一
月
か
ら
六
月
ま
で
に
申
請

す
る
場
合
は
前
々
年
の
所
得
）
が
一

定
額
以
下
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
、

経
済
的
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
本
人
が

「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
申
請
書
」
を
提
出
し
ま
す
。
こ
れ

が
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

免
除
に
な
り
ま
す
。
免
除
さ
れ
る
額

は
、
全
額
、
四
分
の
三
、
半
額
、
四

分
の
一
の
四
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
免
除
に
な
っ
た
期
間
は
、

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
年
金
額
を
計
算
す
る
と

き
は
、
保
険
料
免
除
分
は
、
そ
の
二

分
の
一
（
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で

の
免
除
期
間
は
三
分
の
一
）
に
な
り

ま
す
。

◆
　
保
険
料
後
納
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
で
き
る

期
間
は
二
年
間
で
、
そ
れ
を
超
え
る

と
時
効
に
よ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
過
去
十
年
間

に
保
険
料
を
滞
納
し
た
期
間
が
あ
る

人
を
対
象
に
、
平
成
二
十
四
年
十
月

一
日
か
ら
三
年
間
の
時
限
措
置
と
し

て
、
時
効
に
よ
り
納
付
で
き
な
か
っ

た
期
間
の
保
険
料
を
後
で
納
付
で
き

る
「
保
険
料
後
納
制
度
」
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　
保
険
料
を
後
納
す
る
場
合
、
全
額

免
除
を
受
け
た
期
間
と
同
額
の
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
納

付
済
期
間
等
が
足
り
な
い
人
が
年
金

の
受
給
資
格
を
得
ら
れ
た
り
、
年
金

額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
納
期
限
の
原
則
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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　夫が労災事故で亡くなり、労災保険
から遺族補償年金、厚生年金保険から

遺族厚生年金を受給中の64歳の無職の女
性です。現在遺族補償年金は減額されてい
ますが、所得税・住民税は非課税です。
65歳になると老齢年金が受けられますが、
今まで受給していた年金等はどうなります
か。

　遺族補償年金（遺族厚生年金が支給
されるため16％減額）・遺族特別年金（ボ
ーナス等が支給されていた場合の労災保険
からの給付金で、厚生年金保険との調整は
ない）と遺族厚生年金（厚生年金保険から
の保険給付で、中高齢の寡婦加算を含む）
を受けている女性が65歳になったとき
は、妻に老齢年金が支給されます。ただし、
遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額より

多い場合には、その差額が遺族厚生年金と
して支給されます。このほか、老齢基礎年
金の支給が開始されます。
　労災保険との関係については、65歳に
なるまでと同様に遺族厚生年金が支給され
ると、引き続き遺族補償年金が支給調整さ
れます。
　ちなみに、年金は老齢と死亡など支給事
由が異なる場合は調整されませんので、た
とえば老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の
額より高額である場合は、遺族補償年金と
老齢厚生年金が支給されることになります
ので、遺族補償年金は減額されず、満額が
支給されます。
　税金については、遺族給付にかかる給付
は所得税・住民税ともに非課税です。国民
健康保険料は住民税非課税者として、所得
割以外の均等割、平等割等（保険者により
異なります）を負担していると思われます。
65歳になると、前記のとおり老齢厚生年
金が優先支給されますので、支給額により
課税対象となることがあります。

　中小企業のための退職金制度として中小
企業退職金共済制度が実施されています。
　この制度は、事業主が中小企業退職金共
済事業本部（中退共）と退職金共済契約を
結んで毎月の掛金を金融機関に納付し、社
員が退職したとき、中退共から直接本人に
退職金が支払われるしくみになっていま
す。
　この中退共制度に新たに加入する事業主
には、国が次の助成を行っています。
①　②以外は５千円を上限に加入後４カ月
目から１年間、掛金月額の２分の１
②　パート等短時間労働者の特例掛金月額
（４千円以下）加入者については、①に、掛
金月額２千円の場合は300円、３千円の
場合は400円、４千円の場合は500円が
上乗せされます。
　詳しくは、独立行政法人勤労者退職金共
済機構中小企業退職金共済事業本部にお問
い合わせください。
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